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型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の

発
生
が
初
め
て
報
告
さ
れ
て
か

ら
2
年
半
が
経
過
し
た
が
、2
0
2
2

（
令
和
4
）年
7
月
に
入
っ
て
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
急
激
か
つ
大
規
模
な「
第

7
波
」流
行
拡
大
に
直
面
し
、7
月
24
日

ま
で
の
1
週
間
当
た
り
の
新
規
感
染
者

数
は
お
よ
そ
1
0
8
万
人
と
、わ
が
国

が
世
界
最
多
と
な
っ
た（
厚
生
労
働
省
）。

　
8
月
18
日
の
新
規
感
染
者
数
は

25
万
5
5
3
4
人
で
、累
計
感
染
者
数

1
6
4
6
万
4
9
1
4
人
、死
亡
者
数

3
万
6
2
8
9
人
に
達
し
た
。オ
ミ
ク

ロ
ン
株
は
、入
院
の
リ
ス
ク
や
重
症
度

は
相
対
的
に
は
低
い
が
感
染
拡
大
の

速
度
が
非
常
に
速
い
こ
と
か
ら
、重
症

者
・
死
亡
者
数
が
増
え
る
懸
念
も
高
ま

り
、社
会
経
済
の
停
滞
、医
療
ひ
っ
迫
、

ワ
ク
チ
ン
接
種
管
理
や
感
染
者
全
数
把

握
に
よ
る
保
健
所
・
地
方
自
治
体
の
過

重
な
業
務
負
担
―
―
な
ど
か
ら
対
策
の

見
直
し
が
課
題
と
な
っ
て
き
た
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
は
、感
染
症
法

の
感
染
症「
類
型
2
」相
当
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
、入
院
治
療
を
原
則
と
し
て
、

「
入
院
勧
告
」・「
入
院
措
置
」に
応
じ
な

い
場
合
や
入
院
先
か
ら
逃
げ
た
場
合
の

罰
則
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。緊
急
時

に
お
け
る
医
療
機
関
・
検
査
機
関
へ
の

協
力
要
請
、正
当
な
理
由
な
く
応
じ
な

か
っ
た
時
の
勧
告
・
公
表
の
措
置
が
定

め
ら
れ
、「
緊
急
事
態
宣
言
」・「
ま
ん
延

防
止
等
重
点
措
置
」に
よ
っ
て
、「
就
業

制
限
」を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
ま
た
、無
症
状
者
や
軽
症
者
も
含
め

て
陽
性
者
は
感
染
防
止
の
た
め
に
隔
離

措
置
が
取
ら
れ
、宿
泊
療
養
・
自
宅
療
養

の
協
力
要
請
、療
養
期
間
中
は
外
出
自

粛
、濃
厚
接
触
者
は
7
日
以
内
の
活
動

禁
止
、公
共
交
通
機
関
利
用
は
不
可
と

さ
れ
、医
療
機
関
等
に
よ
る
検
査
の
勧

奨
が
行
わ
れ
て
い
る
。な
お
、新
型
コ
ロ

ナ
感
染
症
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
原

則
公
費
負
担
と
さ
れ
て
お
り
、診
療
報

酬
に
つ
い
て
は
救
急
医
療
管
理
加
算

9
5
0
点
、入
院
診
療
加
算
2
5
0
点

等
の
特
例
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
政
府
は
本
年
秋
以
降
の
感
染
拡
大

に
備
え
、「
医
療
提
供
・
感
染
症
対
策
」と

「
社
会
経
済
活
動
」と
の
両
立
を
図
る
観

点
か
ら
、新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
つ
い

て
感
染
症
法
の「
2
類
相
当
」か
ら「
5

類
相
当
」へ
の
変
更
、感
染
患
者
の
保
健

所
等
に
よ
る
全
数
把
握
の
見
直
し
―
―

等
を
今
後
検
討
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
。

　
検
討
の
結
果
、仮
に「
5
類
相
当
」に

変
更
し
た
場
合
に
は
、医
療
機
関
の
判

断
で
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
者
の
入
院
を
受

け
入
れ
な
い
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ

て
必
要
な
受
診
が
阻
害
さ
れ
た
り
、ま

た
、新
型
コ
ロ
ナ
治
療
薬
の
薬
価
が
高

額
な
こ
と
か
ら
、一
般
の
保
険
診
療
と

同
じ
自
己
負
担
に
な
っ
て
適
正
な
受

診
が
阻
害
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
十
分
な
対
応
が
不
可
欠
で
あ
る
。

ま
た
、診
療
報
酬
の
加
算
特
例
措
置
の

見
直
し
、公
費
に
よ
る
自
己
負
担
の
軽

減
方
策
、医
療
保
険
制
度
の
高
額
療
養

費
制
度
の
見
直
し
や
公
費
に
よ
る
財
政

支
援
と
い
っ
た
こ
と
も
必
要
と
な
る
。

　
ま
た
、新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
治
療
薬

は
使
用
に
当
た
っ
て
の
制
限
や
要
件
が

厳
格
で
、国
に
よ
る
全
量
買
い
上
げ
と

配
送
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。一
般
の

保
険
診
療
に
お
け
る
医
薬
品
と
同
様

の
流
通
・
配
送
体
制
と
し
た
場
合
に
は
、

患
者
や
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
適
切

な
使
用
が
担
保
さ
れ
る
よ
う
、薬
剤
の

消
費
期
限
や
投
与
条
件
の
見
直
し
も
含

め
丁
寧
な
検
討
と
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

新

新型コロナ感染症の
類型区分の見直しについて
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